
失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるときについてのお知らせ
三次年金事務所　☎０８２４－６２－３１０７

●
失
業
給
付
・
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付

と
は

　

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
を
受
け

ら
れ
る
方
が
、
雇
用
保
険
か
ら
の
失
業

給
付
ま
た
は
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
を

受
け
ら
れ
る
と
き
は
、
失
業
給
付
等
を

優
先
し
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金

の
全
部
ま
た
は
一
部
が
支
給
停
止
さ
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に

雇
用
保
険
の
求
職
の
申
込
み
を
さ
れ
た

と
き
や
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
等
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
は

「
老
齢
厚
生
・
退
職
共
済
年
金
受
給
権

者 

支
給
停
止
事
由
該
当
届
」
の
提
出

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〇
基
本
手
当
と
の
調
整

　

65
歳
に
な
る
ま
で
の
特
別
支
給
の
老

齢
厚
生
年
金
を
受
け
て
い
る
方
が
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
で
求
職
の
申
込
み
を
し
、

雇
用
保
険
の
基
本
手
当
（
い
わ
ゆ
る
失

業
給
付
。
船
員
保
険
の
失
業
保
険
金
を

含
み
ま
す
）
を
受
け
ら
れ
る
と
き
は
、

加
給
年
金
額
も
含
め
て
年
金
が
全
額
支

給
停
止
さ
れ
ま
す
。

〇
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
と
の
調
整

　

65
歳
に
な
る
ま
で
の
特
別
支
給
の
老

齢
厚
生
年
金
を
受
け
て
い
る
方
が
、
厚

生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
り
、
雇

用
保
険
の
高
年
齢
継
続
給
付
（
高
年
齢

雇
用
継
続
基
本
給
付
金
・
高
年
齢
再
就

職
給
付
金
）
を
受
け
る
と
、
在
職
老
齢

年
金
に
よ
る
支
給
停
止
に
加
え
て
雇
用

保
険
と
の
調
整
に
よ
り
年
金
の
一
部
が

支
給
停
止
さ
れ
ま
す
。
老
齢
厚
生
・
退

職
共
済
年
金
受
給
権
者 

支
給
停
止
事

由
該
当
届
は
原
則
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
老
齢
厚
生
・
退
職
共
済
年
金
受
給
権

者 

支
給
停
止
事
由
該
当
届
が
必
要
な

場
合

■
平
成
25
年
10
月
１
日
以
前
に
次
の

（
１
）
か
ら
（
３
）
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
た
場
合

（
１
）
年
金
を
受
け
取
る
権
利
が
発
生

し
た
と
き

（
２
）
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
の
申
込

み
を
し
た
と
き

（
３
）
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
き

■
年
金
請
求
時
に
雇
用
保
険
被
保
険
者

番
号
を
お
持
ち
で
な
か
っ
た
場
合

〇
提
出
に
つ
い
て
の
注
意
点

　

提
出
先
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
ま

た
は
街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
に
な

り
ま
す
。
こ
の
届
出
を
さ
れ
な
い
と
年

金
の
支
払
い
が
一
時
保
留
さ
れ
ま
す
の

で
、
す
み
や
か
な
届
出
を
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
一
度
お
手
続
き
を
い
た
だ

け
ば
、
失
業
給
付
や
高
年
齢
雇
用
継
続

給
付
の
受
給
終
了
後
の
届
出
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

「低所得の高齢者向け給付金」
の申請はお済みですか

　

基
準
日
（
平
成
27
年
１
月
１
日
）
に

お
い
て
、
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
て
お
り
、
平
成
27
年
度
分
市
民
税

(

均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

（
た
だ
し
、
ご
自
身
を
扶
養
し
て
い
る

方
が
課
税
さ
れ
る
場
合
や
生
活
保
護
制

度
の
被
保
護
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
な

ど
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
）を
対
象
に
、

低
所
得
の
高
齢
者
向
け
給
付
金
を
給
付

し
ま
す
。

　

申
請
書
は
、
給
付
対
象
者
に
、
4
月

28
日
に
発
送
し
て
い
ま
す
。
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添

付
し
て
、
返
信
用
封
筒
に
て
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。

　

申
請
の
受
付
期
限
は
8
月
2
日
ま
で

で
す
。
書
類
に
不
備
や
不
足
が
あ
る
と

支
給
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

社
会
福
祉
課
臨
時
福
祉
給
付
金
専
用

☎
４
２
‐
５
６
２
６

お
太
助
フ
ォ
ン
☎
４
２
‐
５
６
１
５

　

投
票
立
会
人
と
期
日
前
投
票
立
会
人

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
応
募
さ
れ
た
方

を
選
挙
管
理
委
員
会
で
登
録
し
、
選
挙

の
お
よ
そ
２
か
月
前
に
、
文
書
な
ど
で

ご
都
合
を
確
認
し
、
投
票
に
立
ち
会
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
資
格

　

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て

い
る
有
権
者

◎
投
票
立
会
人
（
ま
た
は
期
日
前
投
票

立
会
人
）

　

投
票
所
（
ま
た
は
期
日
前
投
票
所
）

で
投
票
が
公
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、

立
ち
会
い
ま
す
。

◎
立
会
時
間

•	

投
票
立
会
人
（
投
票
日
当
日
の
立

会
人
）

　

７
：
00
か
ら
投
票
所
閉
鎖
時
刻
（
一

　

部
の
投
票
所
を
除
き
18
：
00
）
ま
で

　•	

期
日
前
投
票
立
会
人

　

８
：
30
か
ら
20
：
00
ま
で

●
応
募
方
法

　

登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
の
「
氏
名
、

住
所
、
生
年
月
日
、
電
話
番
号
、
所
属

政
党
」
を
、
選
挙
管
理
委
員
会
へ
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ご
不
明
な
点

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

投票立会人と期日前投票立会人の募集

選挙管理委員会　☎４２－１１３６

マイナンバーカード臨時交付窓口開設のお知らせ
総合窓口課　☎４２－５６１６

マイナンバー・キャラクター
「マイナちゃん」

これだけはやろう『ため池管理』

農林水産課　☎４７－４０２２
　

梅
雨
時
期
や
台
風
時
期
の
前
に
は
た

め
池
に
危
険
な
箇
所
が
な
い
か
見
回
り

を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

●
堤
体
の
変
形
や
漏
水

　

堤
体
に
陥
没
や
ひ
び
、
水
が
し
み
出

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
歩
く
と
湿
っ
て
柔

ら
か
く
な
っ
た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
小
さ
な
水
み
ち
が
決
壊
の
も
と
と

な
り
ま
す
。

●
立
ち
木
や
雑
草
の
刈
り
払
い

　

堤
体
上
に
草
木
が
茂
っ
て
い
る
と
、

漏
水
や
ひ
び
割
れ
な
ど
を
発
見
し
に
く

く
、
ま
た
、
草
木
の
根
に
よ
っ
て
で
き

る
す
き
ま
が
漏
水
の
原
因
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

●
洪こ
う
ず
い
ば
け

水
吐
の
確
認　

　

洪
水
吐
に
土
の
う
を
積
ん
だ
り
、
網

な
ど
を
張
っ
て
い
る
と
大
雨
を
排
除
で

き
ず
、
ま
た
流
木

な
ど
が
引
っ
掛
か

り
ふ
さ
い
で
し
ま

う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

洪
水
吐
を
ふ
さ
い
で
い
る
も
の
は
取

り
除
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
洪

水
吐
の
周
囲
の
崩
れ
そ
う
な
部
分
は
な

お
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

月　　日 時　　間 受取場所
6 月 11 日 ( 土 )   8:30 ～ 17:15 ★住所地の市役所窓口での受取となります。

本庁総合窓口課☎ 42 ‐ 5616　八千代支所☎ 52 ‐ 2111
美土里支所　　☎ 54 ‐ 0311　高宮支所　☎ 57 ‐ 0311
甲田支所　　　☎ 45 ‐ 4111　向原支所　☎ 46 ‐ 3111

6 月 12 日 ( 日 )   8:30 ～ 17:15
6 月 14 日 ( 火 ) 17:15 ～ 19:00
6 月 16 日 ( 木 ) 17:15 ～ 19:00

マイナンバー（個人番号）カード及び通知カードの臨時交付窓口を開設します。

●開設日

●対象者及びお持ちいただく物

対象者 お持ちいただく物

マイナンバーカードを
申請された方のうち

「個人番号カード交付・
電子証明書発行通知書

（はがき）」が届いている方

・個人番号カード交付・電子証明書発行通知書（はがき）
・通知カード ( 個人番号を通知した紙のカード )
・住民基本台帳カード ( お持ちの方のみ )
・本人確認書類①（運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード等
の顔写真つきの公的機関が発行しているものを 1 点）
・①の顔写真つきの本人確認物がない場合、本人確認書類②（健康保険証、年金手帳、
医療受給者証、社員証、学生証、預金通帳等を 2 点）
・印鑑
※ 15 歳未満の方のマイナンバーカードの受け取りや、病気・身体の障害その他や
むを得ない理由により、本人が来れない場合は、お問い合わせください。

通知カードを受け取ら
れていない方

・通知書「通知カードを受け取られていない皆様へ」
・本人確認書類①（運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード等
の顔写真つきの公的機関が発行しているものを 1 点）
・①の顔写真つきの本人確認物がない場合、本人確認書類②（健康保険証、年金手帳、
医療受給者証、社員証、学生証、預金通帳等を 2 点）
・印鑑
※代理人が受け取られる場合は、委任状、本人の確認書類、代理人の本人確認書類
が必要です。
　くわしくは、お問い合わせください。
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